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施策の目指す姿

R03

現状と課題

97.00

95.90

平時の防災訓練が災害時の自主防
災組織の対応力に反映されるもの
と考えられるため

地域防災力の充実を図るため、自
主防災組織は今後も必要となるこ
とから、地域における組織率を指
標として設定する。

出典：自主防災組織活動実態調査
問：本年度に行った訓練(1)避難
訓練 (2)災害図上訓練 (3)避難
所開設・運営訓練 (4)消火訓練(5
)救出・救助訓練 (6)応急救護訓
練 (7)炊き出し訓練(8)情報伝達
訓練 (9)その他 (10)訓練は行
っていない のうち、（10）以外
の回答の割合
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自主防災組織を結成し市の認定を
受けるには市に届け出ることとし
ている。この届出に基づく全世帯
に対する構成世帯数の割合を成果
指標とする

施策主管課 課長名

施策No 施策名 関係課名

◎前年度の評価の振り返り

前年度評価時の今後の方向性

反映状況

１ 施策の目指す姿の実現に向けた主な取組

２ 成果指標

0203 防災危機管理体制の充実 防災危機管理課 古川 昌

災害や様々な危険から守られ、暮らしています

01 危機管理体制の強化 建築住宅課

様々な危機に迅速に対応しています

【現状】
・気候変動で災害が増えており、大雨・洪水・土砂災害等の際の国の避難情報に関する発令方法や住民の行動が見直されています。
・住民や自主防災組織に対し、広報や防災講話等で情報伝達方法や避難場所、避難方法について周知しているほか、緊急時はコミュニティＦＭ・緊急速報メール・広報車等で情報伝達を行っています。
・国や県等関係機関とメール、ＦＡＸ、ホットライン等を使用して連携し、災害時は本庁と各総合支所において、それぞれ本部を設置し、テレビ会議・無線・庁内ＬＡＮ等を活用して情報共有と連携を図っています。
・防災をはじめとする地域の安心・安全な暮らしへの関心や意識が、日常生活の中で高まることによって、自主防災活動が活性化するとともに、希薄になりつつある地域社会での連帯意識が醸成されていくことも期待されて
います。
・地域の安心・安全な暮らしを守るため、自主防災組織の活性化が期待されますが、自主防災組織の構成員の高齢化が急速に進み、訓練等の参加者の固定化や参加者数の減少が見られ、次世代を担うリーダー等の人材が不足
しています。また、活動費・資機材が不足しています。
・市内にコミュニティＦＭの難視聴地域が存在します。
・花巻市には東日本大震災による被災者が移住しており、生活に不安を感じています。
・花巻市避難行動要支援者名簿に関する条例を制定し、名簿情報の提供を拒否する方以外の方々の情報を提供しています。
・災害時の指定緊急避難場所及び指定避難所において、新型コロナウイルス感染症等に対応した運営を行っています。

【課題】
・警戒レベルと住民がとるべき行動が十分に理解されておらず、周知が必要です。
・自主防災組織や住民への情報伝達や避難場所、避難方法、連携体制について、避難行動要支援者の避難方法が十分に確保されていないことや、指定緊急避難場所への避難経路に危険箇所が含まれる地域があるなど見直しが
必要です。
・災害時、国や県等防災関係機関との複数の連絡手段を用いた連携体制と、本庁・各総合支所間の正確で速やかな情報伝達と情報共有など、連携強化が必要です。
・自主防災組織の次世代を担うリーダー等の人材育成が進んでいないこと、高齢化等から活動に参加するマンパワーが不足しているため、消防団などの様々な地域活動団体との連携を図りながら、地域のすべての力を集結し
た取組が必要です。また、自主防災組織が行う訓練等が毎回同じような内容となっているため、練度に応じた訓練メニューへの取り組みと住民の参加者が増えるよう支援する必要があります。
・コミュニティＦＭによる災害時の情報が伝わらない地域の解消について検討する必要があります。
・東日本大震災により市内へ移住した被災者への生活支援が必要です。
・避難行動要支援者名簿の名簿情報の提供を拒否した以外の方で、必要とする支援内容等申出書を未提出の方について、避難を支援するために必要な情報を収集する必要があります。
・指定緊急避難場所及び指定避難所における新型コロナウイルス感染症等対策として、（１）マスクの着用、手指の消毒を徹底、（２）体調不良者と一般避難者の接触を避けるためのゾーニング、（３）感染予防のため避難
者同士の間隔の確保、施設の消毒、換気等を実施する必要があります。

・実際に自主防災活動に参加している者をはじめ、市民に自主防災組織の役割や活動を紹介するため、「自主防災組織活動ガイドライン」を
作成（概要版も作成）し、関係者に配布するとともに、市ＨＰにより広く周知する。また、出前講座により、小中学生から地域住民まで幅広
い年代層に防災への取り組みを伝える。自主防災組織の未設立地域については、個別に説明する機会を設定し、設立を働き掛ける。
・自主防災組織の行う訓練がより充実した内容となるよう、企画段階からアドバイスを行い、当日は自主防災アドバイザー等が必要に応じて
実地指導する。
・被災者を対象としたアンケートにより、必要な支援を検討する。
・令和４年度が生活再建住宅支援補助制度の最終年度となることから、引き続き広報はなまきや市ＨＰによる周知を行う。

・「自主防災組織ガイドライン」、「自主防災組織ガイドライン概要版」を作成し、令和５年４月に市ホームページにて公表した。
・自主防災組織未結成の行政区長や役員に対する設立の働きかけを行い、新たに１行政区で自主防災組織が設立されたほか、組織の細分化があり、自主防災組織
は９組織の増加となった。また、令和３年度は開催を見送った自主防リーダー研修会を開催する際、その案内を未結成行政区と防災士にも送付し、一緒に研修を
受け設立の必要性を感じ取ってもらうこととした。また、引き続き避難行動要支援者個別避難支援計画の作成にあたり自主防災組織に協力・支援した。
・震災被災者への支援については、引越費用の補助やタクシー券の助成、交流支援活動団体への補助や市における被災者生活支援相談員の１名配置により県配置
の１名との計２名体制での生活支援を行うなど、アンケート結果をもとにＲ５についても継続して同様の支援を行うこととなった。
・生活再建住宅支援事業については、市ホームページへの掲載を継続したほか、令和４年４月と10月の広報はなまきへの掲載と、５月と10月のFM放送にて周知を
行った。

(1)危機管理体制の確立
・住民への警戒レベルと取るべき行動の周知 ⇒ 広報はなまき への掲載、出前講座、ＦＭはなまき番組、『新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」についてのお知らせ』を作成し全戸配付
・指定緊急避難場所の開設運営マニュアルの作成と避難所開設運営マニュアルの見直し ⇒ 見直しなし（Ｒ２完了）
・避難行動要支援者名簿情報の提供を拒否した方以外の方で、必要とする支援内容等申出書を未提出の方について、避難を支援するために必要な情報の収集・確認と避難行動要支援者名簿への掲載 ⇒ 名簿更新 年２回
・防災訓練における地域と市、防災関係機関との連携強化 ⇒ 地区防災組織が行う防災訓練への支援
・避難に関する情報伝達体制、災害の種類に応じた指定緊急避難場所、避難経路を含めた避難方法の見直し ⇒ 指定緊急避難場所の見直し等による地域への説明・協議
・国、県等の防災関係機関とのメール、ＦＡＸ、ホットラインによる情報伝達体制の活用 ⇒ 連絡先の確認、訓練実施
・本庁、支所間の連携体制の強化と訓練の充実 ⇒ 防災訓練時の連携
・災害が発生し指定緊急避難場所または指定避難所を開設する場合の新型コロナウイルス感染症等の状況を踏まえた万全な感染対策の実施
⇒ 職員への説明と訓練、感染症用品等の保管用倉庫の設置
(2)自主防災組織の活動促進
・自主防災組織リーダー研修による組織の育成、活動支援 ⇒ リーダー研修会を実施、未結成行政区への働きかけにより１行政区での自主防災組織新規設立
・防災講話や防災訓練等の実施 ⇒ 講師派遣
・個別避難支援計画の作成による避難行動要支援者への自助・共助による支援体制の確立 ⇒ 自主防災組織が作成する個別避難計画作成への支援・協力
・自主防災アドバイザー派遣による組織活動の支援 ⇒ 防災訓練等へ派遣
・防災士資格取得に係る補助による組織の強化及び地域のリーダー育成 ⇒ 資格取得費用の支援
(3)市民への確実な情報伝達
・コミュニティＦＭ、緊急速報メール、テレビ等による情報伝達手段の充実 ⇒ 放送機器の更新
・コミュニティＦＭ難視聴地域の解消の検討 ⇒ 特になし
(4)震災被災者の生活支援
・被災者の生活や交流活動を支援 ⇒ 交流支援活動補助、タクシー券助成、引越費用補助、生活支援相談員の配置

施策評価シート(令和4年度実績評価)



４ 施策を構成する事務事業の検証

①市民のニーズや市の関与の必要性が低下した事業、②投入コストの割に成果が低い事業、③施策への貢献度の低い事業はないか

施策の目標を達成するため、さらに成果の向上を図る事業はないか

・（被災者支援事業）震災から十数年が経過し、復興住宅への入居や自己による住宅の再建が進むことなど、多くの被災者において生活の安
定が進んでいる。一方で、未だ心身や生活の安定が図られていない被災者もいることから、市民のニーズや市の関与の必要性は一時期に比べ
低下したとはいえ支援事業は継続が必要である。

・（自主防災組織支援事業）地域の防災力向上のためには、自主防災組織に対して専門的な見地から的確な指導と助言が必要である。その任
にあたる自主防災アドバイザーの役割は大きいことから増員及び資質向上を図り、自主防災組織に対し組織運営や活動の方法についてアドバ
イスを行う。
・（住宅再建住宅支援事業）令和４年度で新規受付終了

なし

新たに取り組むべき事業はないか

５ 施策の総合的な評価

課題

今後の方向性

・災害時において、地域住民の命と財産を自ら守るために地域での防災に取り組みは不可欠であり、自主防災組織の必要性と活動の重要性に
ついて広く啓発する必要がある。自主防災組織の世帯組織率が年々微増しているが、結成の必要性について理解いただけない、消極的な行政
区が存在し達成率100％を目前に伸び悩んでいる。自主防災組織へのアンケート等を分析すると、コロナ禍の影響を受けて訓練や活動が停滞
している団体が多い。
・被災者のなかには既に自立され公的支援の必要がない世帯がいる一方で、対象者の高齢化等により求める支援が変化、複雑化し、継続した
生活支援が必要な方も一定数存在する。
・生活再建住宅支援補助制度のうち、災害復興住宅融資利子補給は融資後５年間の補助が見込まれることから、申請漏れがないようお知らせ
が必要である。

・自主防災組織の結成や活動の活性化については、自主防災アドバイザーとの連携協力のもと未結成行政区などに対し、結成を阻害する事情
を勘案した働きかけを行い目標達成を目指す。また、全市的な防災訓練の開催実施、地域の防災力向上のため地域のリーダーとして活躍が期
待される防災士の養成支援を行い、各コミュニティへの配置を進める。
・被災者が必要とする支援内容を把握し、県や社会福祉協議会等関係機関と連携をとり、必要な支援を見極めながら対応する。
・令和４年度で生活再建支援補助制度の新規受付が終了したことから、利子補給の継続対象者への補助案内を適切に行う。

３ 成果指標の達成状況

達成度 達成状況に関する背景・要因

■成果指標「自主防災組織の結成割合」…【達成度ｂ】
Ｒ４は自主防災組織の未結成行政区と話し合う機会を設けることができ、新規設立につながった。また、リーダー研修会についても
３年ぶりに実施した。
■成果指標「防災訓練を実施した自主防災組織数」…【達成度ｃ】
多くの自主防災組織において防災訓練を実施する夏から秋にかけても新型コロナ感染者が多く発生していたため、訓練の実施を見送
る組織が多かった。C



施策を構成する事務事業一覧

No

事務事業名

030

040

050

事業内容(活動実績) 成果

施策への貢献度

意図対象

直結度

担当課

東日本大震災で被災した住宅及び宅地の復興を支援（令和４年度で新規受付は終了）
災害復興住宅融資利子補給、新築・購入住宅のバリアフリー化等補助、住宅再建支援補助（6件）

地域住民による自主的な防災活動を促進するため、自主防災組織の活動と未結成地域における設立を支援
未結成地域への働きかけによる新規結成（1組織）、自主防災組織の細分化（8組織）、防災士資格取得支援（11名）

震災被災者の交流活動の促進と経済的負担の軽減を図るための各種助成
被災者の交流事業支援（1団体）、引越に対する助成（0世帯）、65歳以上のみの世帯で自動車を所有していない方へのタクシー
券交付（22名）

C

B

C

間接・
少数

一致

間接・
少数

間接・
補完

直結

間接・
補完

C

A

C

生活再建住宅支援事業費

自主防災組織支援事業費

被災者支援事業費

建築住宅

防災危機

防災危機


